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　21年前、長男が学生時代に横浜で６年間居住した賃借アパートで起きた出来
事です。
学業の実験レポートやテニスに明け暮れる充実した学生生活を送ることがで
き、また、当時は就職氷河期でしたが何とか就職もかない、親としての役割を
ギリギリ果たせたかなと、安堵していました。アパートで自炊する時間も無く
過ごした息子の部屋は、小ぎれいに使用していたと思われました。

　さて、賃貸アパートを退去するため軽トラックをレンタルし、埼玉の居宅に
引っ越しを済ませた翌日のことです。不動産会社から届いた郵便は、部屋のク
リーニング代としての10万円の請求書でした。契約書には、借主が負担するこ
とが、特約でしっかりと記載されていました。
　私は、営業職が長く交渉力には自信を持っていましたので、不動産会社に強
力に抵抗しました。しかし、その自信は過信でした。敷金は全額取り返すこと
ができましたが、部屋のクリーニング代は７万円の負担での合意が精一杯でし
た。
　
　その当時、国土交通省の賃貸住宅退去時の『原状回復をめぐるトラブルとガ
イドライン』の存在を知っていれば、結果はまた違ったのでは？と今でも思い
ます。
　『ガイドライン』には、貸主が負担すべき費用と借主が負担すべき負担につ
いて、図表を用い詳細にわたり、説明されています。例えば畳表・クロスの汚
れ等、経年劣化による修復費用は貸主の負担であることが明記されています。
　市民の皆様にはぜひ、『ガイドライン』を一読していただきたいと切に思い
ます。
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